
 

 

特別養護老人ホーム 八潮いこいの里（従来） 

介護保険事業所番号：1171000738 

 

重 要 事 項 説 明 書 

(令和 7 年 9 月 1 日) 
        

当施設は、介護老人福祉施設の指定を受けています。 

当施設は、ご契約者に対して介護サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注

意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。 

 

 

 

◇◆ 目 次 ◆◇ 
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１．施設経営法人 

法  人  名 社会福祉法人 きらめき会 

法人所在地 神奈川県横浜市泉区中田西四丁目 157 番 30 

電 話 番 号 048‐953‐9640  

代表者氏名 理事長 久岡 重樹 

設 立 年 月 平成 21 年 7 月 

介護保険事業所番号 1171000738 

２．ご利用施設 

施設の種類 指定介護老人福祉施設 （従来） 

施設の目的 

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態とな

り、入浴、排泄、食事等の介護を要する者等について、これらの者がその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護を提供する

ことを目的とする。 

施設の名称 特別養護老人ホーム      

八潮いこいの里 

開設年月

日 

平成 30 年 4 月 1 日 

施設の所在地 埼玉県八潮市大字垳 526-1 入所定員 30 人 

施 設 長 樋口 純平 電話番号 048-953-9640 

 

３．居室の概要 

居室等の概要 

当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

従来 個室 2 室 多床室 7 室(4 人部屋) 

食堂 1 箇所 医務室 1 室 

機能訓練室 1 室 静養室 1 室 

浴 室（施設内） 3 箇所（個浴 2・機械浴 1） 

 

４．職員の配置状況  

 業務内容 
常 勤 

（人員） 

非常勤 

（人員） 
計 

（常勤換算） 

管理者 サービス管理全般 1 名  1 名 

医 師 診療、健康管理等  1 名 0.07名 

生活相談員 入所者及び家族等からの相談に応じる 1 名  1 名 

管理栄養士 栄養管理等 1 名  名 0.2 名 

介護支援専門員 サービス計画の立案・管理等 1 名  1 名 

機能訓練指導員 機能の減衰を防止するための訓練を行う。 １名 名 1 名 

事 務 職 員 一般事務・料金請求等    

看
護
・
介
護
職
員 

看 護 師 医療、健康管理業務等 

（機能訓練指導員を兼務） 

 名  
  1 名 

准 看 護 師  1 名  

介護福祉士 
日常介護業務等 

 4 名  名 
13.36名 

そ の 他 7 名 5 名 
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５．当施設のご利用料金と提供するサービス  

 

５－（１）介護保険の給付の対象となるサービス（利用契約書第３条参照） 

  入所者に対して以下のサービスを提供します。 

① 食事の提供 

◼ 献立表により栄養並びに入所者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

◼ 入所者の自立支援のため食堂にて食事をとっていただくことを原則としていますが、心身の状況やご希

望に配慮した時間や場所の提供を行います。 

◼ 食事時間目安: 朝食 8：00～   昼食 12：00～  夕食  18：00～ 

② 入浴 

入浴は、週に 2 回適宜行います。ただし、入所者の心身の状態から清拭又は入浴を中止するなどの対応を

させていただくことがございます。 

③ 排泄 

排泄の自立を促すため、入所者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 健康管理 

年 1 回以上の健康診断を実施し、医師や看護師が日常の中で入所者の健康の管理を行います。 

⑤ その他の支援 

◼ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

◼ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

⑥ 機能訓練 

入所者の心身等の状況において、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するため

の訓練を施します。 

 

５－（２）入所中の医療の提供について 

入所中は、法人の医師（嘱託）が週に一度往診を行い対応しております。 

入所者が、疾病で治療を必要とする場合は、入所者の希望により、協力医療機関において診療や入院治

療を受けることができます。（但し、協力医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありませ

ん。また、協力医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

この場合の診療費は、ご家族の同伴がない場合において、医療費の立替えを当施設で行った場合には、合

わせてご請求申し上げます。 

嘱託医 所在地 

医療法人社団渋美会 ひかりクリニック城東 医師溝口 雅之 
東京都足立区綾瀬 4-8-17  

 相善ﾋﾞﾙ 4F・5F 

※協力医療機関病院名  

医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 八潮市南川崎８４５番地 

医療法人慶榮会 八潮病院 八潮市鶴ヶ曽根１０８９ 

医療法人社団 草加東口歯科クリニック 草加市高砂２-１１-２０ ３Ｆ 

原則として、契約者は常時医療機関において治療する必要がないこととしており、通院の際には病状確認を行う

上で、ご家族付添いの上での外出をお願いしております。 
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５－（３）当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

①  検査入院等、短期入院の場合 

当初から３ヶ月以内の退院が見込まれて、実際に３ヶ月以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所

することができます。しかし、入所者の同意の下、入院期間中に当該居室を短期入所生活介護等に活用し

ており、入院時に予定された退院日よりも早く退院した、且つ、退院時に施設の受け入れ準備が整っていな

い時には、短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。 

※外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から 6 日間は（月を

またいで連続した場合は最長 12日間）外泊時費用を介護保険自己負担分として請求させていだきます。 

②  上記期間を超える入院の場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合、又は３ヵ月以内の退院が見込まれないことが明らかになった場合に

は、契約を解除する場合があります。 

この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

③  入院期間中の居住費について 

■   入院期間中、居室を専有し確保する場合は、入院期間中も引き続き当該居室の居住費を事業者

に支払うものとします。但し、特定入所者介護サービス費の給付対象で負担限度額の減免を受けてい

る場合には、入院期間中に居住費を支払う期間は、国が定める期間内に限定されます。 

■  外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から6日間

は（月をまたいで連続した場合は最長12日間）外泊時費用加算を請求させていだきます。この期

間については負担減免適用となりますが、期間外については、居住費の負担減免は適用され

ず、標準額を負担していただきます。 

■  事業者は、入所者及び身元引受人の同意のある場合には、その入院期間中、当該居室を短期入所

生活介護等に活用することができます。この場合には、上記の利用料金（居住費及び自己負担額）を

支払う必要はありません。 

５－（４）介護保険基本部分 

介護老人福祉施設の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該施設サービスが法定

代理受領サービスであるときは、その 1 割又は 2割、3割の額とする。 

 

入所者の要介護度に応じたサービス単位 

1.サービス利用に係る 

介護保険料（基本部分） 
単位/日 

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

589 659 732 802 871 

（自己負担金：所定単位数に介護職員処遇改善加算（0.14）を乗じ、総単位数に地域加算（10.45）を掛けた金

額の 1 割 又は 2割、3 割となります。） 
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５－（５）介護保険加算項目  

加算項目 単位 内  容 

 
日常生活継続支援

加算 1 
36 単位/日 

 

 

要介護度の高い方や重度の認知症高齢者の方が一定割合以上入居して

おり、かつ介護福祉士が入居者に対して 7：1 以上配置している場合の

加算です。  

 

サービス提供体制

強化加算 

(Ⅰ)  

22 単位/日 

 
介護福祉士の占める割合が 

100 分の 80 以上である体制に対する加算です。 

 

サービス提供体制

強化加算 

(Ⅱ) 

18 単位/日 

 
介護福祉士の占める割合が 

100 分の 60 以上である体制に対する加算です。 

 

サービス提供体制

強化加算 

（Ⅲ） 

6 単位/日 

 
看護・介護職員総数のうち，常勤の占める割合が１００分の 75 以上で

ある体制に対する加算です。 

 看護体制加算Ⅰ1 6 単位/日  
常勤の看護師を 1 名以上配置している場合の加算です。  

 看護体制加算Ⅱ1 13 単位/日 
 看護職員を基準以上配置しており、協力病院との 24 時間連携体制を確

保している場合の加算です。  

 
夜勤職員配置加算

（Ⅰ）1 
22 単位/日 

 夜勤帯 17：00～9：00 に、介護職員または看護職員を基準以上に配置

している場合の加算です。  

 
栄養マネジメント 

強化加算 
11 単位/日 

 管理栄養士を基準以上配置し、強化した栄養マネジメントを実施した

場合に加算されます。 

 
再入所時栄養連携

加算 
200 単位/回 

 
再入所時に療養食等が必要な場合に加算されます。 

 
退所時栄養情報連

携加算 
70 単位/回 

 管理栄養士が退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を

提供した場合に加算されます。 

 
個別機能訓練加算

（Ⅰ） 
12 単位/日 

 
常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合に加算です。  

 
個別機能訓練加算

（Ⅱ） 
20 単位/月 

 個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省へ提出した場合に加算

されます。 

 
個別機能訓練加算

（Ⅲ） 
20 単位/月 

 理学療法士等が、口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する

情報を共有している場合に加算されます。 

 
口腔衛生管理加算

（Ⅰ） 
90 単位/月 

 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し、口腔ケアを月

2 回以上行った場合に加算されます。 

 
口腔衛生管理加算

（Ⅱ） 
110 単位/月 

 口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省へ提出した

場合に加算されます。 

 初期加算 30 単位/日 
 新規入居日から 30 日間、または 1 月を超える入院後の再入所の際も 30

日間加算されます。  
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外泊時費用 

（ただし月 6 日限

度） 

246 単位/日 

  

外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又

は入院の翌日から 6 日間は（月をまたいで連続した場合は最長 12 日

間）外泊時費用が加算されます。  

 

 

 

 

 

 

看取り介護加算

（Ｉ） 

 

 

 

1280 単位 

/死亡日 

 

 

入居者またはご家族と協議、合意して施設内で看取り介護を行った場

合、死亡日、死亡日から 2 日前と 3 日前、死亡日から 4 日前から 30

日前、死亡日から 31 日前から 45 日前までとそれぞれに加算されま

す。 

 

 

 

680 単位 

/前日及び 

前々日 

 

144 単位 

/4 日以上 

30 日以下 

 

  

72 単位 

/31 日以上 

45 日以下 

 

 
配置医師緊急時対

応加算 1 

325 単位/

（早朝・夜

間及び深夜

を除く） 

 

複数の医師を配置するなどの体制を整備し、配置医師が施設の求めに

応じ、早朝・夜間または深夜または配置医師の通常の勤務時間外に施

設を訪問して診療を行った場合に加算されます。 
 

配置医師緊急時対

応加算（Ⅰ） 

650 単位/

（早朝・夜

間の場合） 

 

 
配置医師緊急時対

応加算（Ⅱ） 

1300 単位 

/（深夜の

場合） 

 

 
看取り介護加算 

（Ⅱ） 

1580 単位 

/死亡日 

  

 

 

 

 

配置医師緊急時対応加算を算定可能の場合は、左記が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

780 単位 

/前日及び 

前々日 

 

144 単位 

/4 日以上 

30 日以下 

 

72 単位 

/31 日以上 

45 日以下 
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認知症専門ケア 

加算Ⅰ 
3 単位/日  

 認知症高齢者が一定以上入居しており、認知症介護リーダー研修修了

者を一定以上配置した場合に加算されます。  

 
若年性認知症 

受け入れ加算 
120 単位/日 

 若年性認知症の入居者の方に対し、担当者を決め専門的に係る場合に

加算されます。  

 療養食加算 
6 単位 

/1 日 3 食迄 

 医師の指示（食事箋）に基づく腎臓病食や糖尿食等の治療食の提供が

行われた方に加算されます。  

 

 
科学的介護推進体

制加算（Ⅰ） 
40 単位/月 

 

施設サービス計画等の内容を基に厚生労働省へ提出し、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ情報

を適宜活用した場合に加算されます。 
 

科学的介護推進体

制加算（Ⅱ） 
50 単位/月 

 

 安全対策体制加算 

20 単位 

/新規入所

時一回のみ 

 

安全対策を実施する体制を備えている場合に加算されます。 

 
退所時情報提供加

算 
250 単位/回 

 
退所時に医療機関へ情報提供を行った場合に加算されます。 

 
高齢者施設等感染

対策向上加算（Ⅰ） 
10 単位/月 

 協力医療機関等との連携体制を構築し、感染症発生時に適切な対応を

行った場合に加算されます。 

 
高齢者施設等感染

対策向上加算（Ⅱ） 
5 単位/月 

 医療機関から 3 年に 1 回以上の施設内で感染者が発生した場合の感染

制御等に係る実地指導を受けた場合に加算されます。 

 
新興感染症等施設

療養費 
240 単位/日 

 新興感染症のパンデミック発生時等において、感染対策や医療機関と

の連携体制を確保し、施設内で療養を行った場合に加算されます。 

 
介護職員処遇改善 

加算Ⅰ 
14 ％/月 

 基本サービス費に各種加算・減算等を加えた総単位数に左記の加算率

を乗じます。（当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外と

なります。）  

※看取り介護加算の算定につきましては、お亡くなりになった後の請求となりますので、死亡後に

加算分のみが請求となる場合がございます。 

 

※その他の加算 

  
精神科医療養 

指導加算 
5 単位 

 精神科医師による月 2 回以上の療養指導が行われている体制加算で

す。 

 経口移行加算 28 単位/日 

 経管による栄養摂取をされている方で、経口摂取を進めるため医師の

指示に基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、実際に経口移行への

取り組みを実施した方に加算されます。 

 経口維持加算 

400 単位・ 

100 単位/月 

 

 著しい誤嚥が認められる方に対し、経口摂取を維持する為に医師の指

示に基づく栄養管理を行う必要が生じた場合、経口摂取維持への取り

組みを実施した方に加算されます。 

  
認知症専門ケア

加算Ⅱ 
4 単位/日 

 認知症専門ケア加算Ⅰを算定している施設で、認知症介護指導者研修

修了者を 1 名以上配置した場合に加算されます。 
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褥瘡マネジメン

ト加算Ⅰ 
3 単位/ 月 

 

褥瘡の発生予防のための管理に対する評価の加算です。 

 
褥瘡マネジメン

ト加算Ⅱ 
13 単位/ 月 

 

 
排せつ支援加算

（Ⅰ） 
10 単位/月 

 

排泄における要介護状態の軽減の見込みについて評価し、改善が見込

まれる場合の加算です。 
 

排せつ支援加算

（Ⅱ） 
15 単位/月 

 

 
排せつ支援加算

（Ⅲ） 
20 単位/月 

 

 
生活機能向上 

連携加算 
200 単位/月 

 外部の事業所との連携することで取得できる加算です。 

※個別機能訓練加算を算定している場合は 100 単位/月 

    
ADL 維持等加

算（Ⅰ） 
30 単位/月 

 

入居者の身体状況を評価する加算です。 

 
ADL 維持等加

算（Ⅱ） 
60 単位/月 

 

 
自立支援促進加

算 
280 単位/月 

 
自立支援に係る質の管理を行った場合に加算されます。 

 

認知症チームケ

ア推進加算

（Ⅰ） 

150 単位/月 

 
専門的な介護職員等が、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチ

ームケアを実施した場合に加算されます。 

 

認知症チームケ

ア推進加算

（Ⅱ） 

120 単位/月 

 
専門的な介護職員等が、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチ

ームケアを実施した場合に加算されます。 

 
特別通院送迎加

算 
594 単位/月 

 
透析の通院に施設が送迎を月に 12 回以上行った場合に加算されます。 

 
協力医療機関連

携加算（1） 

100 単位/月 

（令和 6 年度） 

50 単位/月

（令和 7 年度～） 

 

協力医療機関との間で連携体制を構築されている場合に加算されま

す。 

 
協力医療機関連

携加算（2） 
5 単位/月 

 協力医療機関との間で連携体制を構築されている場合に加算されま

す。 

 
生産性向上推進

体制加算（Ⅰ） 
100 単位/月 

 職員間の適切な役割分担の取組や、業務改善の取組を行った場合、ま

た見守り機器等テクノロジーを複数導入している場合に加算されま

す。 
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生産性向上推進

体制加算（Ⅱ） 
10 単位/月 

 必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改

善活動を継続的に行っている場合や、見守り機器等のテクノロジーを 1

つ以上導入している場合に加算されます。 

 

 

※外泊、又は入院時にお部屋を確保している場合、居住費は徴収させていただきます。 

減免対象者の方（利用料段階 1 段階～3 段階）は、外泊時費用算定時は通常の負担限度額を、それ以外の

期間は、多床室利用料 960円、個室利用料１,380円のご負担になります。 

 ※なお在宅復帰などの際、必要な支援を行った場合、状況に応じて、 

1.退所前後訪問相談援助加算（460単位） 

2.退所時相談援助加算（400 単位） 

3.退所前連携加算（500単位）   以上を加算する場合があります。 

５－（６）介護保険外 負担分料金 

■居住費（1 月 30 日計算としています。） 

居住費に係る自己負担額 

個室 日額  月額 

第 1 段階 380 円 11,400 円 

第 2 段階 480 円 14,400 円 

第 3 段階① 880 円 26,400 円 

第 3 段階② 880 円 26,400 円 

上記以外の方 1,380 円 41,400 円 

   

   

居住費に係る自己負担額  

多床室 日額  月額 

第 1 段階 0 円 0 円 

第 2 段階 430 円 12,900円 

第 3 段階① 430 円 12,900円 

第 3 段階② 430 円 12,900円 

上記以外の方 960 円 28,800円 

   

■食費（1 月 30日計算としています。）  

2.食費に係る自己負担額  

利用者負担額 日額  月額 

第 1 段階 300 円 9,000 円 

第 2 段階 390 円 11,700円 

第 3 段階① 650 円 19,500円 

第 3 段階② 1360 円 40,800円 

上記以外の方 1,600 円 48,000円 

（食費内訳 朝食 400 円 昼食 700円 夕食 500 円） 

※入所者負担額について 

（第 1段階とは）  

1. 世帯全員が市町村民税非課税

で、老齢福祉年金を受給してい

る方。  

2. 生活保護の方  

（第 2段階とは）  

1. 世帯全員が市町村民税非課税

で、本人の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が年間 80万

円以下の方。 

（第 3段階①・②とは）  

① 世帯全員が市町村民税非

課税で、本人の合計所得金額

が年間 80万超 120万以下の

方。  

②世帯全員が市町村民税非課

税で、本人の合計所得金額が

年間 120万超の方。 
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※居住費・食費の負担額については入所者の所得に応じて負担軽減等の段階が設定されています。市町村の

介護保険担当部署に申請し認定を受けた結果により負担額が決定されます。負担限度額認定書の提出が

ない方は、基準額にて請求させていただきます。申請中の方は、窓口でお申し付け下さい。 

※入所者が医療上の対応のため食止めや、外出又は外泊、入院のため食事を必要とされない場合は、１日換

算で費用を月の請求から減額させていただきます。（1 食単位の減額はありません。） 

５－（７）その他介護保険外の料金 

以下のサービスは、介護保険の対象とならないため、利用料金の全額が入所者の負担となります。サービス

の提供をご希望される場合には、所定の料金をお支払い頂きます。 

項目 内     訳 

医療費（代行） 
入所者本人の医療に関わる費用（医療機関等からの

請求金額） 

理美容代 実費 

嗜好品 実費 

郵送費 実費（切手、葉書の購入など） 

日常生活品費 

日常生活品の購入代金等、入所者の日常生活に要す

る費用で入所者に負担いただくことが適当であるものに

かかる費用を負担いただきます。（口腔ケア用品・居室に

て使用する個人的な物品など） 

特別な食事 

入所者の希望により特別な食事を提供した場合、 

その実費 

当施設では、通常のメニューの他に医療上必要な場合

等の為に療養食を御用意しております。提供する形態

等により、料金は別途かかります。（高カロリー補助食

品・補成分食） 

特別な行事参加費 旅行等特別な行事の参加にかかる費用 

契約終了後の居室利用料金 

入所者が、契約終了後も残置物を置かれたままにした

場合や、居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終

了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係

る料金（この場合、所得に関わる減額はされません） 

ご家族の御食事代 

ご家族の来訪時のお食事（契約者と同メニュー・同料

金）ただし、行事などの特別食は要した費用をご請求さ

せていただきます。 

買物の代行 購入額実費 

所持品の処分費 実費 

電気代 

TV、電気毛布、加湿器について１日 50円、ラジオ、パソ

コン、電気カミソリ、携帯電話、その他電化製品 1 日 20

円（居室に設置することで請求が発生します。） 

※電気代の上限は１日 50円とする。 

教養娯楽費 
入所者の希望にて趣味活動を行った場合。例：茶道、

華道、編み物等（材料代等の実費をいただきます。） 
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なお、記載の料金は、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する場合

があります。その場合、事前に変更内容と事由についての説明を、変更を行う 1 ヶ月前までにお知らせ致します。そ

の際利用料変更に同意されない場合には、入所契約の解除を申し出ることができます。 

 

※上記の個別に希望される物品については、ご家族で用意いただける場合には施設からの請求は発生しません  

 

５－（８）利用料の目安 （月額） 

個室・多床室 

要

介

護

度 

 

加算単位 日 日 日 日 1 カ月の 

自己負担額

目安 

（１割負担の

方） 

1 カ月の 

自己負担額

目安 

（2 割負担

の方） 

1 カ月の 

自己負担額

目安 

（3 割負担

の方） 

基本単位 

日常生

活継続

加算Ⅰ 

夜勤職

員配置

加算

（Ⅰ）1 

個別機

能訓練

加算

（Ⅰ） 

介護職員

処遇改善 

1 589 

36 

 

12 

基本報酬

+加算単

位数合計 

×0.14 

23,553円 47,105円 70,657円 

2 659  26,054円 52,108円 78,162円 

3 732 22 28,663円 57,325円 85,987円 

4 802  31,164円 62,328円 93,492円 

5 871  33,631円 67,261円 100,891円 

※上記利用料は、1月を 30日とした概算となっております。介護保険自己負担額は、入居者の状態によ

り、該当する加算項目が入居者ごとに異なります。 

 

（９）支払方法 

① 毎月、15日に前月分の請求書を発送いたします。金融機関からの口座振替を原則とします。 

② 所定の用紙にご記入の上、口座引き落としの手続きをお願いいたします。 

③ 利用料にかかわるご請求の総額が、お手元に届きます。（この場合、立替金等との総額の引き落とし額となりま

す） 

④ 毎月 20 日に、ご指定の口座から総額のご請求額を引き落としさせていただきます。 

⑤ 引き落としの領収書の発行は、月遅れとなりますことをご了承ください。 

口座振替日   毎月 20 日（土・日・祭日の場合は翌営業日） 

 通帳記入   武蔵野銀行八潮支店 又はキラメキカイと記帳 

 振替手数料  請求時に上乗せさせていただきます。 

 現金での  

※退所される場合は退所日までの分をその都度請求致しますので、お支払い方法についてはご相談下さい 

 

 

６ 貴重品及び金銭の取扱いについて 

◼ 原則として、貴重品及び金銭の持込みについては、お断りさせていただきます。万が一、お持込になった場合、

施設側の責任は一切負わないものとします。 

◼ 日常生活用品等の個別の買物については、施設側で立替えをし、締め日毎で清算をしてご請求させていた

だきます。ただし、高額な立替えについては、ご相談させていただきます。 
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７ 施設を退所して頂く場合（契約の終了について） 

当施設との契約では、契約が終了する期日は介護認定有効期間と定めております。従って、以下のような事

由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、

当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。（利用契約書第 14 条参照） 

① ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（利用契約書第 17条参照） 

契約の有効期間内であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、

退所を希望する日 2週間前までに届出書をご提出ください。 

② 事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（利用契約書第 18 条参照） 

③ 円滑な退所のための援助（利用契約書第 20条参照） 

入所者が当施設を退所する場合には、入所者の希望により、事業者は入所者の心身の状況や置かれてい

る環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を退所に対して速やかに行います。 

 

８ 身元引受人兼連帯保証人（利用契約書第7条参照） 

① 契約締結にあたり、身元引受人兼連帯保証人（以下、身元引受人という）をお願いすることになります。しか

しながら、契約者において、社会通念上、身元引受人を立てることができないと考えられる事情がある場合に

は、入所契約締結にあたって、身元引受人の必要はありません。 

② 身元引受人には、これまで最も身近にいて、入所者のお世話をされてきたご家族やご親族に就任していただ

くのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る趣旨ではありません。 

③ 身元引受人は、入所者の利用料等の経済的な債務については、入所者と連帯して、その債務の履行義務

を負うこととなります。また、こればかりではなく、入所者が医療機関に入院する場合や当施設から退所する

場合においては、その手続きを円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行い、更には当施

設と協力、連携して退所後の入所者の受入先を確保する等の責任を負うことになります。 

④ 入所者が入所中に死亡した場合においては、そのご遺体や残置品（居室内に残置する日常生活品や身の

回り品等であり、又高価品は除外します。）の引取り等の処理についても、身元引受人がその責任で行う必

要があります。貴重品として、施設が預かっている物、並びに、金銭や預金通帳や有価証券その他高価品

等は残置品には含まれず、相続手続に従って、その処理を行うことになります。また、入所者が死亡されてい

ない場合でも、入所契約が終了した後、当施設に残された入所者の残置品を入所者自身が引き取れない

場合には、身元引受人にこれを引き取って頂く場合があります。これらの引取り等の処理にかかる費用につい

ては、入所者または身元引受人にご負担いただくことになります。 

⑤ 身元引受人が死亡、又は破産宣告をうけた場合には、事業者は、新たな身元引受人を立てていただくため

に、入所者にご協力をお願いする場合があります。 

⑥ 身元引受人には、利用料金の変更、施設サービス計画の変更等については、必ずその都度ご通知させてい

ただきます。 

⑦ 極度額の設定 

※身元引受人の保証限度額（保証上限額）は３００万円とする。 
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９ 苦情の受付について 

① 当施設における苦情の受付 

   当施設における苦情やご相談は、施設の代表電話にて受け付けます。 

■代 表 電 話     TEL  ０４８－９５３－９６４０ 

■苦情受付窓口   苦情解決責任者     施設長  樋口 純平 

            担 当 者       相談員  川野 修平 

■苦情相談受付時間  ９：00～１８：００ 

 

 

② 行政機関その他苦情受付機関 

八潮市役所 長寿介護課  Tel 0４８—９９６-２１１１ ・ 介護支援係（内線４４９） 

埼玉県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情対応係  電話番号  ０４８－８２４－２５６８ 

国保連合会は、介護のサービス事業所・施設等の提供する介護サービスについて、利用者から苦情を受け付け、

介護サービスの質の向上に関する調査を行うとともに、事業所等に対する助言や指導を行っています。 

対象とする苦情 

●市町村で解決が困難な場合（権利関係が複雑で高度な法律解釈等が必要な場合） 

●入所者（申立人）の住んでいる市町村と事業者のある市町村が異なるとき 

●入所者（申立人）が国保連合会での処理を特に希望する場合 （※ＨＰより抜粋） 

埼玉県運営適正化委員会        相談専用電話番号   ０４８－８２２－１２４３ 

福祉サービスの苦情について相談を受け付け、解決に向けて助言や調査、あっせんなどを行います。福祉サ

ービスに関する苦情は、事業者が苦情相談窓口を設けて、入所者と事業者との話し合いで解決することが

原則です。事業所には、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員等の相談窓口が設置されてい

ます。まずは事業所の相談窓口にご相談下さい。 

入所者と事業者との話し合いで解決ができない、又は事業所に伝えにくい苦情や不満などについて、埼玉

県運営適正化委員会が相談を受け、助言、調査、あっせんなどを行い、解決に向けて支援します。相談は

無料です。秘密は守ります。（※ＨＰより抜粋） 

第三者委員 ：   中根 和江  

             電話番号  048-998-8025 

 

１０ 福祉施設サービスの第三者評価 

① 実施無し 
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〈重要事項説明書付属文書〉 

１  契約締結からサービス提供までの流れ 

      入所者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所時作成する「サービス計画（ケアプラ

ン）」に定めます。「サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその変更は次の通り行います。（利用契約書第２条参

照） 

当施設の介護計画作成担当者に施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させ、

原案について、入所者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

サービス計画は、入所者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のあ

る場合には、入所者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更します。 

サービス計画が変更された場合には、入所者及びその家族等に対して書面を交付し、その内容を確認していただ

きます。 

 

２  サービス提供における事業者の義務（利用契約書第１５条参照） 

当施設は、入所者にサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

1. 入所者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

2. 入所者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、入所者の請求に応じて閲覧さ

せ、複写物を交付します。 

3. 入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、入所者又は他の入所者等

の生命、身体を保護するためにやむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を

拘束する場合があります。 

4. 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た入所者又はご家族等に

関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘義務）。 

5. ただし、入所者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に入所者の心身等の情報を提供

します。また、入所者の円滑な退所のための援助を行う際の情報提供には、あらかじめ文書にて、入所者の

同意を得ます。 

 

３  施設利用の留意事項 

   当施設のご利用にあたって、施設に入所されている入所者の共同生活の場としての快適、安全性を確保す

るため、下記の事項をお守り下さい。 

1. 持込みの制限 

① 貴重品、危険物、薬品（医師から処方されたお薬は看護師がお預かりし、管理させていただきます。） 

② 熱源を利用する電化製品等（火災や火傷の恐れのあるもの） 

③ ペットは原則として種類に関係なく不可とさせていただきます。 

2. 面会時間 ９：００～１１：００  １３：００～１６：００ 

①  来訪者は、来訪時に受付にて面会簿にご記入ください。面会時間は 1時間以内でお願い致し 

      ます。 

②  外出・外泊 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。但し、外泊については、1 ヵ月につき連続して 6 日、 

複数の月をまたがる場合には連続して 12 日以内とさせていただきます． 

 



 15 / 16 

 

3. 食事 

外出や外泊により食事が不要な場合は、事前にお申し出下さい。事前に申し出があった場合には、重要事

項説明書 5-（6）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。（1 食単位の減免は致しません）。 

4. 施設・設備の使用上の注意（利用契約書 14条参照） 

① 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したり した場

合には、入所者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合が

あります。 

③ 入所者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契

約の居室内に立入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバ

シー等の保護について、十分な配慮を行います。 

6． 禁止事項（利用契約書第 14条参照） 

① 事業者の承諾無く居室の鍵を取り替えたり、付け加えたりすることはできない。 

② 入所者は、サービス従事者又は他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利

活動などを行うこと。 

③ 事業者が定めた以外の物品の持込み。 

④ 施設内での喫煙。 

 

４  事故発生時の対応 

   ① 速やかに看護師、他の介護士へ連絡し、連携して救急対応にあたります。専門的な医学的対応が 

      必要な場合、医療機関へ連絡し診療依頼を致します。 

   ② 速やかに身元引受人へ事故発生の状況、入居者の状態を連絡します。その後も必要に応じて随時、 

      経過を正確かつ詳細にお伝えします。 

   ③ 事故の状況及び事故に際してとった措置を記録保管するとともにカンファレンス、委員会にて事故の 

      要因分析を行い事故防止に努めます。 

   ④ 行政に事故の状況及び事故に際してとった措置を報告致します。 

 

５ 緊急時等における対応 

① 施設は入所者に対し、医学的な判断により受診が必要と認められる場合、協力医療機関、 

その他の医療機関に診察を依頼します。 

② 施設は利用者及び身元引受人又は入所者若しくは身元引受人が指定する者に対し、連絡します。 

③施設は協力医療機関との連携により、365 日、24 時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管

理等に対応することができる体制をとっています。 

 

協力医療機関 

医療機関名 所在地 

医療法人社団渋美会 ひかりクリニック城東 東京都足立区綾瀬 4-8-17 

医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 八潮市南川崎 845 番地 

医療法人慶榮会 八潮病院 八潮市鶴ケ曽根 1089 

  

                                                            以上 
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介護老人福祉施設入所利用にあたり、本書面に基づき、重要事項説明書及び重要事項説明書付属文書に

ついて説明を行いました。 

 

令和   年   月   日 

   

事業者  特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 

説明者   職 名  生活相談員                 

氏 名  川野 修平               ㊞ 

 

 

介護老人福祉施設入所利用にあたり、本書面に基づき、重要事項説明書及び重要事項説明書付属文書の

説明を受け、同意致します。 

 

令和   年   月   日 

 

利用契約者(入所者本人)   

     住  所                              

 

氏  名                            ㊞ 

 

(代筆者：                   続柄：      ) 

身 元 引 受 人 

（連帯保証人） 

住  所                              

   

                         氏  名                            ㊞ 


